
群
馬
・
三
ツ
寺
Ｉ
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
群
馬
県
群
馬
郡
群
馬
町
大
字
三
ツ
寺
字
藤
塚
道
上

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八

一
年

（昭
５６
）
八
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
囲
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

４
　
調
査
担
当
者
　
下
城
　
正

・
女
屋
和
志
雄

・
小
安
和
順

。
新
井
順
二

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
縄
文
を
歴
史
時
代

７
　
迫還
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

三
ツ
寺
Ｉ
澄
跡
は
、
上
越
新
幹
線
の
建
設
に
伴
い
事
前
調
査
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
同
じ
路
線
内
に
は
、
三
ツ
寺
Ｉ
、
熊
野
堂
遺
跡
等
が
続
き
、
ま
た
西
約

一
ｋｍ
に
は
縁
渡
田
三
古
墳

（愛
宕
塚

・
八
幡
琢
・
薬
師

塚
）
が
あ
り
、
東
約
四
血

に
は
上
野
国
分
寺
跡
と
、

弥
生
？
歴
史
時
代
に
か
け

て
の
遺
跡
が
連
続
す
る

一

画
に
あ
る
。

遺
跡
の
範
囲
は
、
南
北

四
Ｏ
Ｏ
ｍ
、
東
西
二
〇
〇

ｍ
と
推
定
さ
れ
、
調
査
で
は
縄
文
ｉ
歴
史
時
代
の
堅
穴
住
居
跡
約
二
五
〇
棟
が

検
出
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
が
出
上
し
た
の
は
、
遺
跡
の
南
端
、
三
ツ
寺
Ｉ
遺
跡

と
の
間
に
広
が
る
水
田
部
で
、
埋
没
し
た
低
台
地
の
先
端
部
に
相
当
す
る
。
検

出
さ
れ
た
遺
構
は
、
井
戸

一
基
、
そ
れ
に
付
随
す
る
溝

一
条
と
石
垣
状
遺
構
の

一
部
で
あ
る
。
井
戸
と
溝
は
一
連
の
も
の
で
、
周
辺
遺
跡
で
類
例
が
あ
る
溜
井

と
推
定
さ
れ
る
。
井
戸
は
石
組
み
の
形
跡
を
持
つ
、
深
さ
約

一
ｍ
の
円
筒
形
、

溝
は
、
上
幅
約

一
ｍ
で
両
側
に
石
垣
を
持
ち
、
南
半
分
は
、
上
幅
を
四
ｍ
以
上

に
広
げ
石
敷
部
分
と
な
る
。
こ
の
井
戸
及
び
溝
と
石
垣
状
の
遺
構
と
は
、
覆
土

の
状
態
か
ら
時
期
差
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

遺
物
は
、溝
の
石
敷
部
分
か
ら
石
垣
状
の
遺
構
に
か
け
て
最
も
多
く
出
上
し
、

木
簡
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
土
器
が
主
で
、
土
師
器

・
須
恵
器
と
も
に
杯
が
圧

倒
的
な
量
を
占
め
、年
代
的
に
は
七
世
紀
末
ｉ
九
世
紀
初
頭
頃
に
比
定
さ
れ
る
。

杯
類
の
中
に
、
約

一
四
五
点
の
墨
書
が
あ
り
、
木
簡
と
並
ん
で
特
徴
的
遺
物
と

な
っ
て
い
る
。

文
字
と
し
て
、

「奉
」
。
「
霞
田
」
ｏ
「
上
」
の
順
に
多
く
、
八
世

紀
前
半
代
に
「奉
」
が
、
八
世
紀
後
半
代
ぞ
九
世
紀
に
か
け
て
「
護
田
」
ｏ
「
上
」

と
文
字
が
多
様
化
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
木
簡
の
他
に
、
木
製
品
と
し
て
曲

物
類
、
桶
の
底
板
、
性
格
不
粥
の
棒
状
品
等
が
あ
り
、
モ
モ
・
ク
ル
ミ
・
ク
リ

・
ヒ
コ
ウ
タ
ン
等
の
自
然
遺
物
も
多
く
出
上
し
て
い
る
。

遺
構
の
性
格
は
、
出
土
遺
物
と
集
落
南
端
に
位
置
す
る
点
な
ど
か
ら
特
異
な

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
は
、
木
簡
出
土
遺
構
の
み
の
部
分
的
な
調
査
で
も

あ
り
、
周
囲
に
遺
構
の
広
が
り
が
推
定
さ
れ
、
今
後
に
側
道
部
の
調
査
が
予
定

1三ツ寺I遺跡  2三ツ寺 I遺跡
(前橋・榛名山)
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さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
結
果
を
合
せ
て
詳
し
い
検
討
を
加
え
た
い
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

木
筒
は
四
点
あ
り
、
ヒ
ノ
キ
材
の
柾
目
・
板
日
と
も
に
使
用
し
て
い
る
。

①
　
。
「
□
□
　
　
□
回
回
廣
□

×

。
「
　
　
　
　
　
　
　
□
□

×

（中〕『
）
×
］
〇
×
『

（Ｐ］牌）
Ｘ
］Φ
Ｘ
⇔

14)(3)

「
九
□
□
□
三
千
□

〔林

と

□
□
日
Ｈ
日
□

。　
□

。　
□

以
上
の
四
点
と
も
伴
出
土
器
に
よ
り
八
世
紀
に
比
定
さ
れ
る
。

栃
木
・
下
野
国
府
跡

所
在
地
　
　
　
栃
木
県
栃
木
市
田
村
町

調
査
期
間
　
　
一
九
八
一
年

（昭
５６
）
五
月
ぞ

一
九
八
二
年

（昭
５７
ど
二
月

発
掘
機
関
　
　
栃
木
県
教
育
委
員
会

・
卸
栃
木
県
文
化
振
興
事
業
団

調
査
担
当
者
　
大
金
宣
亮

・
田
熊
清
彦

。
木
村
　
等

５
　
連退
跡
の
種
類
　
官
衝
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
ｉ
平
安
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

下
野
国
府
跡
は
、
栃
木
市
の
東
方
を
南
流
す
る
思
川
の
右
岸
沖
積
低
地
上
に

位
置
し
て
い
る
。
政
庁
跡
は
現
官
延
神
社
境
内
の
周
辺
地
区
よ
り
検
出
し
て
お

り
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
っ
て
１
期
か
ら
Ⅳ
期
に
区
分
さ
れ
る
建
物
群
の
変

遷
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

政
庁
各
期
の
建
物
配
置
は
、
前
殿

（東
西
棟
）
を
中
央
部
に
つ
く
り
、

そ
の

東

・
西
両
側
に
長
大
な
協
殿

（南
北
棟
）
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る

（正
殿
は
未

調
査
）。
た
だ
し
、
Ⅳ
期
に
な
る
と
前
殿
は
再
建
さ
れ
な
い
。
な
お
、
Ｉ
期
の
東

・
西
脇
殿
は
瓦
葺
建
物
で
あ
る
。
こ
の
こ
期
政
庁
は
焼
失
し
て
い
る
。
四
至
の

区
画
施
設
は
、
１

・
Ｉ
期
が
掘
立
柱
塀
に
な
っ
て
お
り
、
Ⅲ

・
Ⅳ
期
が
土
塁
も

し
く
は
築
地
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ⅱ
期
塀
の
内
側
及
び
Ⅲ

・
Ⅳ

期
塀
の
内
と
外
側
に
は
溝
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。

（Φい）
×
（μΦ）
×
卜
　
Φ∞
牌

（ω∞）
×
（Φ
）
×
∞　　
〇∞牌

（女
屋
和
志
雄
）

4321

木簡出土地 (南から)




